
高
齢
者
福
祉
計
画
策
定
審
議
会
の
委
員
を
公
募

高
齢
者
福
祉
計
画
策
定
審
議
会
の
委
員
を
公
募

　

八
街
市
児
童
館
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
（
案
）
・
八
街

市
児
童
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
（
案
）
に
対

し
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
広
く

意
見
を
お
伺
い
す
る
た
め
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

募
集
期
間

　

３
月
16
日
㈪
〜
４
月
14
日
㈫

閲
覧
場
所
・
日
に
ち

・
子
育
て
支
援
課

（
月
曜
〜
金
曜
日
、祝
日
を
除
く
）

・
市
役
所
ロ
ビ
ー
（
毎
日
）

・
中
央
公
民
館
（
開
館
日
）

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

意
見
提
出
が
で
き
る
方

・
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

・
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
・
法

　

人
が
あ
る
方

意
見
の
提
出
方
法

　

氏
名
、
団
体
名
（
所
属
し
て
い

　

る
場
合
の
み
）、
住
所
、
電
話
番

　

号
を
市
指
定
の
書
面
に
記
入
し
、

　

子
育
て
支
援
課
に
持
参
・
郵
送

　

・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず

　

れ
か
で
提
出
す
る
か
、
閲
覧
場

　

所
に
設
置
す
る
意
見
投
函
箱
へ

　

投
函
。

（
郵
送
は
４
月
14
日
㈫
必
着
）

提
出
先

〒
２
８
９
‐
１
１
９
２

　

八
街
市
八
街
ほ
35
番
地
29

　
　

４
４
３
‐
１
６
９
３

　
　

kosodate@city.yachimata.lg.jp

問
子
育
て
支
援
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３　

八
街
市
児
童
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
案
）・
八
街
市
児
童
館
の

八
街
市
児
童
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
案
）・
八
街
市
児
童
館
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
案
）
の
意
見
を
募
集

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
案
）
の
意
見
を
募
集 

　

令
和
３
年
度
か
ら
の
３
年
間
を

計
画
期
間
と
し
て
第
８
期
高
齢
者

福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画

を
策
定
す
る
に
あ
た
り
市
民
代
表

の
委
員
を
公
募
し
ま
す
。

募
集
人
数　

２
人

応
募
資
格　

次
の
条
件
を
す
べ
て

　

満
た
し
て
い
る
方

・
本
市
に
居
住
し
住
民
登
録
の
あ

　

る
20
歳
以
上
の
方
（
平
成
12
年

　

４
月
２
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

・
平
日
昼
間
に
３
回
程
度
開
催
予

　

定
の
審
議
会
に
出
席
で
き
る
方

・
本
市
で
ほ
か
の
審
議
会
な
ど
の

　

公
募
委
員
を
２
つ
以
上
委
嘱
さ

　

れ
て
い
な
い
方

任
期
・
報
酬

　

令
和
２
年
度
第
１
回
策
定
審
議

　

会
会
議
開
催
日
か
ら
計
画
が
策

　

定
さ
れ
る
ま
で
を
任
期
と
し
、

　

報
酬
は
会
議
出
席
１
回
に
つ
き

　

５
０
０
０
円
。

応
募
方
法　

４
月
15
日
㈬
ま
で
に

「
八
街
市
の
高
齢
者
福
祉
や
介

　

護
保
険
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ

　

と
し
た
小
論
文
（
８
０
０
字
程

　

度
）
に
住
所
、
氏
名
、
性
別
、

　

生
年
月
日
、
連
絡
先
、
応
募
の

　

動
機
を
書
き
添
え
て
、
高
齢
者

　

福
祉
課
に
提
出
。（
書
式
は
任
意
）

選
考
方
法　

委
員
と
し
て
の
意
欲
、

　

問
題
意
識
の
高
さ
、
提
案
力
に

　

つ
い
て
書
面
に
よ
り
選
考
委
員

　

が
審
査
。

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
４
３
‐
１
２
０
７

　

八
街
市
公
共
下
水
道
ス
ト
ッ
ク

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
を
策
定
し
、

下
水
道
施
設
全
体
の
中
長
期
的
な

施
設
状
態
を
予
測
し
な
が
ら
維
持

管
理
、
改
築
を
一
体
的
に
捉
え
て

計
画
的
・
効
率
的
な
管
理
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

こ
の
計
画
に
対
し
て
、
市
民
の

皆
さ
ん
か
ら
広
く
意
見
を
お
伺
い

す
る
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
を
実
施
し
ま
す
。

募
集
期
間

　

３
月
16
日
㈪
〜
４
月
14
日
㈫

閲
覧
場
所
・
日
に
ち

・
下
水
道
課

（
月
曜
〜
金
曜
日
、祝
日
を
除
く
）

・
市
役
所
ロ
ビ
ー
（
毎
日
）

・
中
央
公
民
館
（
開
館
日
）

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

意
見
の
提
出
が
で
き
る
方

・
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

・
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
・
法

　

人
・
そ
の
他
の
団
体
が
あ
る
方

・
本
案
件
に
利
害
関
係
の
あ
る
方

意
見
の
提
出
方
法

　

氏
名
、
団
体
名
（
所
属
し
て
い

　

る
場
合
の
み
）、
住
所
、
電
話
番

　

号
を
市
指
定
の
書
面
に
記
入
し
、

　

下
水
道
課
へ
持
参
、
郵
送
、
Ｆ

　

Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か

　

で
提
出
す
る
か
、
閲
覧
場
所
に

　

設
置
す
る
意
見
投
函
箱
へ
投
函
。

（
郵
送
は
４
月
14
日
㈫
必
着
）

提
出
先

〒
２
８
９
‐
１
１
９
２

　

八
街
市
八
街
ほ
35
番
地
29

　
　

４
４
３
‐
１
４
４
０

　
　

gesuido@city.yachimata.lg.jp

問
下
水
道
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
４
０

八
街
市
公
共
下
水
道
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
（
案
）
の
意
見
を
募
集

八
街
市
公
共
下
水
道
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
（
案
）
の
意
見
を
募
集

福
祉
タ
ク
シ
ー
事
業
を
実
施

福
祉
タ
ク
シ
ー
事
業
を
実
施

対
象
者

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
１
・
２
級

　

に
あ
た
る
方
（
視
覚
障
害
・
下

　

肢
機
能
障
害
・
体
幹
機
能
障
害

　

の
方
は
３
級
ま
で
）

・
療
育
手
帳
の
Ⓐ
・
Ⓐ
の
１
・
Ⓐ

　

の
２
・
Ａ
の
１
・
Ａ
の
２
に
あ

　

た
る
方

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

　

１
級
に
あ
た
る
方

※
高
齢
者
外
出
支
援
タ
ク
シ
ー
利

用
助
成
の
対
象
の
方
は
、
ど
ち
ら

か
を
選
択
で
き
ま
す
。

交
付
枚
数　

年
間
最
高
24
枚

※
申
請
月
に
よ
り
交
付
枚
数
が
異

な
り
ま
す
。

※
腎
臓
機
能
障
害
に
よ
り
人
工
透

析
療
法
を
受
け
て
い
る
方
（
１
級

に
限
る
）
は
、
年
間
最
高
48
枚
交

付
し
ま
す
。

助
成
額　

乗
車
１
回
の
料
金
の

　

半
額
（
１
０
０
０
円
限
度
）

申
請
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
本
人
の
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た

　

は
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保

　

健
福
祉
手
帳

申
請
受
付
開
始
日

　

３
月
16
日
㈪

※
現
在
交
付
し
て
い
る
タ
ク
シ
ー

利
用
券
（
ピ
ン
ク
色
）
の
有
効
期

限
は
３
月
末
日
で
す
の
で
、
４
月

以
降
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

問
障
が
い
福
祉
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
４
９

　
　

４
４
３
‐
１
７
４
２

水
道
の
届
け
出
は
忘
れ
ず
に

水
道
の
届
け
出
は
忘
れ
ず
に

　

水
道
は
、
毎
日
の
暮
ら
し
に
欠

か
せ
な
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
引

越
し
や
転
勤
な
ど
新
た
な
新
居
に

お
住
ま
い
に
な
る
方
が
多
く
な
る

季
節
で
す
。

　

新
た
に
水
道
を
使
用
す
る
と
き
、

水
道
の
使
用
を
や
め
る
と
き
は
、

ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

連
絡
先

　

ヴ
ェ
オ
リ
ア
・
ジ
ェ
ネ
ッ
ツ
㈱

　

八
街
営
業
所

　

☎
４
４
３
‐
５
５
９
５

給
水
の
申
し
込
み

・
引
っ
越
し
て
き
た
と
き

・
家
を
新
築
し
た
と
き

・
ア
パ
ー
ト
な
ど
に
入
居
し
た
と
き

給
水
の
中
止

・
長
い
間
水
道
を
使
用
し
な
い
と
き

・
引
っ
越
し
て
い
く
と
き

※
水
道
料
金
の
精
算
を
忘
れ
ず
に

名
義
変
更

・
使
用
者
ま
た
は
所
有
者
の
名
義

　

が
か
わ
る
と
き

問
水
道
課

　

☎
４
４
３
‐
０
６
７
７

病
後
児
保
育
の
利
用
登
録
を
受
け
付
け
し
ま
す

病
後
児
保
育
の
利
用
登
録
を
受
け
付
け
し
ま
す

　

お
子
さ
ま
が
病
気
の
回
復
期
で

あ
り
、
家
庭
で
の
保
育
が
困
難
な

場
合
や
保
育
園
な
ど
に
通
園
で
き

な
い
場
合
、
お
子
さ
ま
を
一
時
的

に
お
預
か
り
し
ま
す
。

　

病
後
児
保
育
を
利
用
す
る
場
合

は
、
市
に
登
録
す
る
必
要
が
あ
り
、

登
録
期
間
は
1
年
間
で
す
。

　

今
年
度
に
登
録
さ
れ
た
方
で
、

来
年
度
も
利
用
さ
れ
る
方
は
登
録

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

登
録
申
請
開
始
日

　

４
月
１
日
㈬

登
録
申
請
に
必
要
な
も
の

・
利
用
登
録
申
請
書

・
登
録
す
る
お
子
さ
ん
の
健
康
保

　

険
者
証

・
印
鑑

実
施
施
設

　

キ
ュ
ア
〜
ｃ
ｕ
ｒ
ｅ
〜

　

八
街
市
八
街
に
69
番
地
３

　

☎
４
４
０
‐
０
０
２
０

利
用
で
き
る
お
子
さ
ま

　

市
内
在
住
の
生
後
６
カ
月
〜
９

　

歳
ま
で

利
用
金
額

　

１
日　
　
　
　

２
５
０
０
円

　

４
時
間
以
内　

１
２
５
０
円

※
生
活
保
護
世
帯
・
市
民
税
非
課

税
世
帯
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
子
育
て
支
援
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

令和 ２ 年3月15日 ２市外局番（０４３） 広報広報ややちちままたた ２

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５

問

Eメール FAX
問

問
Eメール FAX

FAX

問

問

問


